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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的測定用センサと、前記センサに接続され、センサ測定情報を監視データに変換す
る処理回路と、前記監視データを収集部材へ伝達する伝達手段とを含む、乗り物構造体の
監視をする装置において、
　前記回路は、
　小型化され、４０ｘ４０ｘ４０ｍｍ又はそれ以下の立体内に収まる小さな寸法であり、
　長さが２００ｍｍ以下の短い電気配線により、前記センサに接続されており、
　搭載型電池を備え、
　一時的に近傍に位置する移動収集部材に前記監視データを伝達する無線手段を備え、
　前記センサは渦電流センサであり、構造体上の監視すべき場所に配置された第１測定セ
ンサと、構造体の健康な場所に配置された第２試験センサとを含み、前記２つのセンサが
生成する信号間の位相差により、前記２つのセンサが構造体に完全に密着していることを
監視する、
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記処理回路は、乗り物が駐機され静止している時に、前記収集部材により起動される
センサ伝達機能を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記センサが亀裂を測定するセンサである、請求項１又は２のいずれか１項に記載の装
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置。
【請求項４】
　前記渦電流センサは、可撓性の回路により支持された螺旋コイルであり、両側の面が電
導性にされた２本の可撓性電線接続を介して前記処理回路に接続され、監視される場所に
配置され、前記監視される場所に近傍の健康であるとして知られている場所に配置された
他の参照用センサと関連させられており、前記処理回路は、１つのセンサにより伝達され
た信号を他のセンサと比較したときの差を測定するようにされた、請求項１から３までの
いずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記螺旋コイルは、大きさが２５ｘ５０ｍｍであることを特徴とする、請求項４に記載
の装置。
【請求項６】
　前記可撓性電線接続は５から２０ｃｍ長さであることを特徴とする、請求項４または５
に記載の装置。
【請求項７】
　前記渦電流センサは、与えられた表面サイズを有しており、前記処理回路は、亀裂の成
長を測定するために、８つのレベルに測定量を分類する手段を有する、請求項１から６ま
でのいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記与えられた表面サイズは、直径２０ｍｍであることを特徴とする、請求項７に記載
の装置。
【請求項９】
　前記亀裂の成長は、２．５ｍｍに等しいことを特徴とする、請求項７または８のいずれ
かに記載の装置。
【請求項１０】
　前記処理回路が、測定値及び／又は監視データを記録するメモリを含む、請求項１から
９までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記処理回路が、階層化されたアーキテクチャに組み込まれ、各階層は互換性があり、
互いに接続されており、
前記処理回路は、
　電力供給用の第１階層と、
　前記第１階層の上にあるデジタル処理用の第２階層と、
　前記第２階層の上にあり、前記センサにより伝達された信号を２つの比例電圧に変換す
る第３階層と、
を備え、
　前記第２階層はこれらの電圧をデジタル値に変換し、
　前記第３階層の上に、無線の伝達と受信を行う第４階層が備えられた、請求項１から１
０までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記各階層が、貫通接続により互いに接続されていることを特徴とする、請求項１１に
記載の装置。
【請求項１３】
　前記電力供給用の第１階層が監視される構造体に近い位置において前記回路の底部に配
置されることを特徴とする、請求項１１または１２のいずれかに記載の装置。
【請求項１４】
　前記無線の伝達と受信を行う第４階層が、前記回路の最上層に位置することを特徴とす
る、請求項１１から１３までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記処理回路が低電力回路であり、数十分の時間間隔で測定を実施し、これらの測定間



(3) JP 5128701 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

において、該回路を休止モードに入らせるようにするシーケンサを含む、請求項１から１
４までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記処理回路が、－６０℃から＋８５℃の温度範囲で作動可能な電池を含む、請求項１
から１５までのいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記処理回路が、測定に関連した日付を記録するために、日付を計測する回路と、測定
信号に、次第に減少することから始まり、続いて次第に増大するという反転する変動があ
っても、亀裂の成長を判断するプログラムとを有する、請求項１から１６までのいずれか
１項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記処理回路が、金属内の亀裂の深さを判定するために、１００ｋＨｚから１０００ｋ
Ｈｚ間の周波数をもつ正弦波発生器と、測定中に亀裂の深さを測定するために前記周波数
を変化させるシーケンス手段とを有する、請求項１から１７までのいずれか１項に記載の
装置。
【請求項１９】
　前記センサが、リベットに配置できるようにするために、センサの中心部に開口を有す
る、請求項１から１８までのいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の目的は、機械的な、振動による、及び／又は環境による応力を受け易い金属構
造体の状態を監視することである。本発明は、これら金属構造体内の亀裂をリアルタイム
で検知可能にする方法を、自律性の搭載型電子システムにおいて実施するものである。よ
り詳しく述べると、本発明は、空中、海上及び陸上交通の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　輸送手段の構造体は、具体的に航空機を例にとると、運航中に、機械的な応力、環境に
起因する応力、及び／又は振動による応力に曝される。これらの構造体は、亀裂が現れて
いるかどうかを判定するために、特に定期的な基準で検査され、すなわち、停止毎に行わ
れる短時間検査と、２４００時間飛行後のＣチェック作業と呼ばれる整備作業における、
さらに詳細な検査とが行われる。後者の検査では、通常時は近づくことのできない航空機
の金属構造体の状態を検査するために、アクセスパネルの取り外しが要求され、時間と費
用がかかる。したがって、定期的に行われるこれらの検査では、亀裂及び亀裂の成長を連
続的に監視することができない。同様なことは、鉄道の分野における幾つかの列車部品、
特に高速鉄道列車の部品についても言えることである。
【０００３】
　これらの整備作業を最適化し、減少させ、それにより費用及び時間を削減するため、構
造体監視システムが開発されている。例えば、米国特許第６，９５２，０９５号明細書（
特許文献１）、英国特許第２，４００，４４５号明細書（特許文献２）、英国特許第２，
３９６，４２７号明細書（特許文献３）に示されているように、金属構造体に現れる亀裂
を検知するために、渦電流センサが使用されている。
【０００４】
　これらセンサにより伝達される情報を解読するために、複数の電子的インターフェース
が製造されてきた。これらインターフェースの１つは、インピーダンス、より詳細にはセ
ンサから伝達される位相を解読する。米国特許第５，００６，８００号明細書（特許文献
４）に開示されているように、このインターフェースは、検査表面の２次元画像を形成す
るために使用される。しかし、この方法の不利な点は、嵩張ることと消費電力が大きいこ
とである。したがって、この方法は、搭載型とすることができず、またこの方法による結
果は、リアルタイムで提供されるものではない。
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【０００５】
　他のインターフェースは、センサにより伝達される伝導度を解読するもので、これもま
た、整備作業中に使用されるものである。したがって、亀裂の検知を連続的に行うことが
できない。
【０００６】
　国際特許公開第２００６／１１１，６７９号（特許文献５）に記載されているように、
音響センサを使用する別のシステムが、構造体の状態の連続的な検討について、改良をも
たらしてきた。この方法は、大量のエネルギーを消費することが多い。それ故に、この装
置は、航空機に搭載される電子的ネットワークに接続しなければならない。さらに、この
装置は、非常に嵩張るものである。
【０００７】
　最後に、欧州特許第１，０１８，６４１号（特許文献６）に記載されているように、航
空機が受けた応力の数を記録する搭載型システムが知られている。これらの応力、すなわ
ち離陸、着陸、乱気流、圧力等が、論理ゲートシステムにより一覧にされ、メモリに記録
される。続いて読み取りが整備作業中に行われて、検査中に作業者を誘導する助けとなる
。しかし、これら上述の方法は、構造体の状態に関して直接的な情報を与えるものではな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６，９５２，０９５号明細書
【特許文献２】英国特許第２，４００，４４５号明細書
【特許文献３】英国特許第２，３９６，４２７号明細書
【特許文献４】米国特許第５，００６，８００号明細書
【特許文献５】国際特許公開第２００６／１１１，６７９号明細書
【特許文献６】欧州特許第１，０１８，６４１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明において、提供される解決手法は、輸送のための手段内において、希望する場所
になんら寸法的制限なしで配置できるように、電池駆動であり、全体として小型化である
という両方の性質を備え、構造体の状態に関する診断情報をリアルタイムで提供する、自
律性ある無線通信システムの使用から成るものである。この自律性のあるシステムにより
実施される方法は、センサによる伝達信号を、アナログとデジタル回路を組み合わせた搭
載型の電子的アーキテクチャを介して解析することから成る。アルゴリズム処理が単純化
されることで、乗り物上のマイクロコントローラに収納可能になり、リアルタイムの診断
が可能となる。このアルゴリズムにより、特にセンサから送られてくるインピーダンス情
報を解析し、亀裂と亀裂の成長を知らせる。他の機能は、亀裂の発生と亀裂の成長をもた
らした原因を判定することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　現在のシステムとの対比で本システムを利用することの利点は、
・亀裂及び／又は環境応力の監視を可能にする、モジュール化した電子的プラットフォー
ム（交換可能なレベルでの）
・亀裂成長の監視の改善を可能にする、無線通信による自律性搭載型電子的システムを使
用した亀裂の連続的な監視
・亀裂発生に関する、さらに立ち入った情報（環境データが構造体の状態と同時に記録さ
れる）
・亀裂成長（これに関連した環境データ）に関する、さらに立ち入った情報
・大きさの測定により与えられる構造体状態（診断）に関する（パソコンによる後処理な
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しで即時に得られる）リアルタイム情報
・位相測定により与えられるセンサ状態（取付けられているか否か）に関するリアルタイ
ム情報
・無線接続による容易な情報収集
・予定外の整備作業におけるパネル取外しを回避できることによる、整備費用と時間の削
減
・機器の長期間使用（目標期間約１－２年）を可能とする機器消費の低減
・接近困難な場所への配置を可能にする小機器寸法（３次元的一体化）
・電子的ネットワークへの接続を必要としない、操作容易な自律機能。
【００１１】
　したがって、本発明は、電気的測定用センサと、該センサに接続され、センサ測定信号
を監視データに変換する処理回路と、該監視データを収集部材に伝達する伝達手段、とを
含む、乗り物の構造体を監視する装置に関するものであり、前記処理回路は、
　小型化され、４０ｘ４０ｘ４０ｍｍ又はそれ以下の立体内に収まる小さな寸法であり、
　長さが２００ｍｍ以下の短い電気配線により、前記センサに接続されており、
　搭載型電池を備え、
　一時的に近傍に置かれる移動収集部材に監視データを伝達する無線手段を備える
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、上述した従来システムに存在していた制約、即ち、
・エネルギー消費
・嵩高な機器及びそれによる接近の制限
・長い接続配線（５０ｍにも達する）の存在
・整備作業中にのみ行われ、かつリアルタイムではないデータの診断と解読
・連続的ではない構造体の監視
という制約を解決可能にする。
【００１３】
　本発明は、以下の説明を読み、添付図面を参照することにより、より良く理解できるで
あろう。これらは、概略の案内として示されるものであり、本発明を何ら制限する説明で
はない。図面は以下の通りである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１ａ】本発明による監視装置を示し、異なるセンサ及びそれらの乗り物への搭載も示
す図である。
【図１ｂ】本発明による監視装置を示し、異なるセンサ及びそれらの乗り物への搭載も示
す図である。
【図１ｃ】本発明による監視装置を示し、異なるセンサ及びそれらの乗り物への搭載も示
す図である。
【図２】本発明のセンサにより伝達される信号の大きさと電圧との関係を示すグラフであ
る。
【図３】本発明のセンサにより伝達される信号の位相と電圧との関係を示すグラフである
。
【図４】本発明のセンサによる測定結果と亀裂の大きさの対応図を示す。
【図５】本発明のセンサによる測定結果と限界値となる日付の対応図を示す。
【図６】本発明の処理回路により実施される亀裂監視アルゴリズムの一例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１ａは、統合された電子的プラットフォーム又はノードの形態に制作された本発明に
よる搭載型監視装置を備えた、本例では航空機である輸送手段１を示す。各々の自律性無
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線ノードは、小型であり、感度があるものとして知られている場所に配置される。このプ
ラットフォームの組（センサと電子回路）が、構造体１を監視する。
【００１６】
　各装置は、図１ｂに示されるように、センサ４に接続された処理回路３を有する。回路
３は、センサ４により生成された測定信号を監視データに変換する。乗り物が駐機され、
好ましくは静止状態にある時に、整備目的のために、例えば構造体状態を検査するため又
は部品交換をするために、構造体１の装置２の近傍を通る、例えばオペレータ６により保
持された収集装置５により、監視データが読み込まれる。
【００１７】
　本発明によれば、装置２が小型化される。一例では、一辺が４０ｍｍ長さの立方体内に
収めることが可能な寸法の処理回路３を備える。電子技術の進歩及びさらに纏まりの良い
配線技術によっては、もっと高度な小型化が期待される。小型装置２はまた、センサ４を
備える。好ましい一例では、センサ４は、２つの同一のセンサ７，８の対により形成され
、一方のセンサが、構造体１の監視すべき場所に配置され、他方のセンサが、この場所の
近くで、構造体１の健康であるものとして知られている場所に配置されて、試験用センサ
として作用するように構成される。２つのセンサの近くの箇所は、各センサを回路３に接
続する、ある長さの電気接続配線９，１０に接続される。一例では、２つの可撓性の接続
線９，１０は、５０ｍｍから２００ｍｍの間の長さを有する。接続線９，１０は、固定的
な手法又は着脱可能な接続装置によってセンサ７，８及び回路３に接続することができる
。一例では、接続線９，１０の各々が、４本の線からなる。しかし、２つのセンサを備え
ることは必須ではない。実際に、参照用センサとして機能する試験用センサに関しては、
例えば、測定用センサの測定結果を機上校正、又は工場校正をすることにより省略するこ
とができる。
【００１８】
　各センサは、コイルにより形成され、好ましくは、この例においては、例えば両面が導
電性にされたポリテトラフルオロエチレン層から製造された導電性で可撓性の支持体に刻
み込みされた、１１のような螺旋から形成される。支持体が両側を有するので、２つの接
続部１２、１３は、各々の側に固定するか、又は同じ側に固定してビアを通すことにより
、配線接続部９の導通線に接続される。接続部１２は、出力整合のための抵抗器１４を有
することができる。接続部１３は、接地接続部であることが好ましく、２つのセンサによ
り実施する場合、特に２つのセンサ７と８とに共用される。図１ｃに示されるように、セ
ンサの他の態様は、リベットへの取り付けが可能になるように、センサの中心に穴Ｔを有
する。
【００１９】
　励起信号すなわちセンサの測定信号を伝送する接続部１５が、コイル１１と抵抗器間の
中間点に接続される。測定原理は次の通りである。回路３により交流信号が発生され、抵
抗器１４を通り、センサ７が配置された位置において構造体内に広がる。構造体が健康で
あれば、つまり亀裂がなければ、信号の大きさは、誘導コイルと抵抗器から決まる既定値
に対応する。これに対して、コイル１１に接近する領域が裂けている場合、つまり亀裂が
あれば、渦電流の循環が乱される。このようにして、センサと源との間の相互インダクタ
ンスが減少し、一方、抵抗が増加する。
【００２０】
　測定用センサ７の近傍に試験用センサ８を配置すると測定校正の必要性がなくなり、一
方、温度の影響を無関係にする。測定信号は、したがって、各センサ７，８による測定信
号の大きさの比又は差を含むものとなる。さらに、センサ７，８の一方が構造体１から取
り外されると、測定位相の比較により、取り外されたことを直ちに検出できる。実際に、
一方のセンサについて構造体の相互インダクタンスがなければ、各センサ７，８に発生し
た信号は、もはや同期せず、位相に欠陥を生じる。
【００２１】
　図１ｂは、４つの異なる階層のノードに加えて、立体を形成するユニットを備える、回
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路３のために選ばれた３次元の統合形態を示す。各階層は、無線伝送、センサから伝送さ
れた信号の２つの比例電圧への変換、マイクロコントローラによるデータの処理及びメモ
リへのデータ保存、並びに、各階層への自律性ある電力供給及び各階層に配置された部品
への電力供給に必要となる連続的電圧変換（ＤＣ／ＤＣ）といった、特定の機能を実行す
る。これらの階層は、交換可能で、目的とする用途（例えば機械的応力及び／又は環境応
力）に応じて適応させることができる。
【００２２】
　したがって、回路３は、概略的に言えば、一階層上にマイクロプロセッサ１６を含み、
該マイクロプロセッサ１６は、データ・アドレス・コントロールバス１７を介して、監視
データが保存されるメモリ１８と、プログラム２０を記憶するプログラムメモリー１９と
、マイクロプロセッサを高速又は低速モードで作動させるために設定可能なクロック回路
及び第１階層又は他の階層間の通信可能な通信インターフェース２１とに接続されている
。
【００２３】
　インターフェース２１は、好ましくは、回路３の他の階層を互いに接続するための貫通
接続ピンを有する。したがって、これら後者の階層は、立体回路３内で入れ替え可能にす
ることが好ましい。
【００２４】
　回路３の第２階層２２はまた、他のすべての階層に対するのと同様に、インターフェー
ス２１に接続され、－６０℃から＋８５℃の温度範囲で作動可能な電池を受け入れるのを
目的としており、監視される構造体から遠くない位置で構造体に取り付けられる、という
意味で、低い階層であることが好ましい。
【００２５】
　第３階層２３は、マイクロプロセッサ１６-２０及び、センサ７，８の階層の間で、接
続部９，１０を介して通信する。この階層２３では、実行される電子的機能は、好ましく
はセンサに接続された発振器による正弦波励起に加えて、インピーダンスを２つの比例電
圧に変換することを含む。
【００２６】
　第４階層２４は、部材５との無線接続部として機能する。実施例の好ましい一形態にお
いては、異なる部品（メモリー、正弦波発生器、調節装置、無線）が、２種類のシリアル
インターフェース、即ちＳＰＩ（シリアル周辺機器インターフェース）とＵＡＲＴ（汎用
非同期送受信回路）インターフェースを介して通信する。下記の表１は、立体内の各機能
の位置を示す。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　タスク２５から２９までが、プログラム２０中のサブプログラムに組み込まれている。
タスク２５は、センサ７（及び必要によりセンサ８）により伝送される信号の大きさを測
定して、亀裂の長さ及び深さを求めるタスクである。亀裂長さの測定については、後の段
階で説明する。発信器により与えられる信号の周波数を修正することにより、金属内にお
ける亀裂深さを判定することが可能になる。周波数が１００ｋＨｚと１０００ｋＨｚとの
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間で高いほど、金属を透過できる信号が減少する。さらに、異なる周波数においてセンサ
が与える応答により、亀裂深さを判定することが可能になる。
【００２９】
　タスク２６は、２つのセンサからの信号の間の位相φを計測し、装置が構造体１に接し
たままの状態であるかどうかを判定することを可能にする。
【００３０】
　タスク２７は、プロセッサー１６を休止モードに入らせるタスクである。例えば、測定
後の数十分の期間、例えば１時間にわたり、マイクロプロセッサは、すべての機能を停止
する。この例において、好ましくは、マイクロプロセッサのクロックＨ／ｈは、高速周期
Ｈから低速周期ｈまで通り、休止モード時間の計測は、装置の自律能力を妨げることがな
いようにする。上述した数値により、自律性の持続期間は、容易に入手可能な電池にとっ
て約３年程度と推定される。この自律性は、従来技術で遭遇した過大な電力消費、即ち、
追加の電力供給ケーブルが必要になり、費用の増加と乗り物重量の増加の原因となる過大
な電力消費と比較する必要がある。
【００３１】
　タスク２８は、マイクロプロセッサの動作システム即ちシーケンサを表す。
【００３２】
　タスク２９は、オペレータ６が回路２に近づいたとき、動作を開始することを表す。即
ち、収集部材５が、オペレータ６の要求に応じて命令を伝送し、この命令が階層２４にあ
るアンテナ３０により受信され、該アンテナは、メモリ１８に保存されたデータを収集部
材に送信する。
【００３３】
　各測定の間の時間間隔は、ＰＣ、マイクロコンピュータインターフェースを介してタス
ク２７において設定することができる。続いて、測定値は、回路３に含まれるアルゴリズ
ム２５－２６より解析され、数値で表わされた構造体の状態がメモリ１８に記録される。
測定に関連し、クロックＨ／ｈにより形成されたデータもまた、記録される。このように
して、構造体についての診断が直ちに判定される。次に、このデータは、無線により、個
人情報端末５、ＰＤＡ又は携帯型小型コンピュータにより取得される。このデータは、必
要な時にはいつでも、特に各整備作業において、スプレッドシート型のテキスト編集機に
表示される。このようにして、亀裂の成長状態が判定される。
【００３４】
　１つの付加的な機能により、環境条件を同時に判定し、メモリに記録することが可能に
なる。すなわち、このデータ（構造体の状態並びに気象のデータ）の比較により、亀裂の
成長状態が特定される。さらに、亀裂長さを含む限界レベルを、システム内に組込むこと
ができる。この限界レベルに到達する日付についての見積もりが、アルゴリズムより自動
的に計算される。この計算は、各段階に到達した日付の記録を使用する、線形回帰法に基
づく。このようにして、（亀裂長さを解析した後に）、必要により整備が予定され、又は
延期することができる。
【００３５】
　本発明は、航空会社、船舶運行会社、鉄道運行会社によって、それらの乗り物のすべて
（航空機、ヘリコプター、列車、船など）に対する整備作業を遂行するために利用される
ことになる。本発明は、いつ構造体が欠陥状態（亀裂の発生）となり、また、いつこれら
欠陥が成長するかを正確に判別する。したがって、本発明は、整備作業を理想化でき、部
品交換を先送りしたり、延期したりして、臨時の整備作業を避けることができる。さらに
、本発明によれば、ユーザは単にデータをダウンロードし、輸送用車両又は航空機を部分
的に検査をするだけでよくなるので、整備作業費用と時間を制限するものとなる。更にま
た、亀裂成長に関する監視作業が改善され、これら亀裂原因を特定することができる（温
度、圧力、湿度、離陸などによる変化）。
【００３６】
　センサの組がネットワークを形成し、ノードが、無線接続（例えば、消費制限のために
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ジグビー接続）により相互に通信するように構成することが好ましい。連続的方法で解析
及び記録されたデータは、無線によって地上のデータ取得ユニットにより、航空機の整備
作業中に規則的な基準で（例えば２か月又は４カ月間隔）回収される。このデータは、直
接的に、検査された構造体の状態を提示する。
【００３７】
　装置の消耗を制限するために、亀裂の平均伝播時間のもとで、例えば飛行時間１０万時
間に対しては、優先的な構成においては、初期値が、１時間ごとに１回の測定に設定され
る。測定されないときには、装置は休止モードになる。取得された一連のデータは、新し
い測定値が取得され次第、マイクロコントローラ１６－２０内のアルゴリズムにより処理
される。
【００３８】
　図２及び図３は、調整後に得られた出力特性を示す。この特性曲線の展開は、最初に次
第に減少し、次に増加する曲線であり、検出された亀裂の大きさに応じて多かれ少なかれ
急な傾斜をもつ。図６に示すアルゴリズムは、この傾斜に基づく。このアルゴリズムは、
構造体の状態（亀裂＿状態として知られる変数）、したがって発生した亀裂長さを、段階
により、この例では０から８までの数字を付された段階により判定する。
【００３９】
　渦電流センサの感度を有する面はコイル１１の面である。好ましい一形態では、この面
は直径が２０ｍｍに等しい円形を含む。この寸法は、検出される亀裂の最大長さを制限す
る。異なる段階の数もまた、感度を有する面の直径により定められる。この実施例では、
感度面は８個の部分、即ち２．５ｍｍ長に小分けされる。図６に示すアルゴリズムは、他
の感度表面及び他の段階数に合うように簡単に適合させることができる。
【００４０】
　下記の表２は、信号の大きさを特徴づける電圧傾斜を表すものである。
【００４１】
【表２】

【００４２】
　このアルゴリズムは、主に、２つのセンサ７，８により構成されるブリッジ回路のイン
ピーダンス不均合の大きさを使用する。例えば、１８０ＫＨｚにおける１００ｍＶの差異
は、長さ５ｍｍの亀裂を表す。センサが構造体に正しく取り付けられているかどうかを判
定するために、この例においては位相が使用される。第１回目の測定は、健康な構造体つ
まり、亀裂がない状態で行われ、参照測定の役目をする。これらの測定で得られた２つの
電圧値は、複数の変数（時間ｎにおける大きさ＿ｎ、位相＿ｎ）として保存される。次の
測定のために、前の測定値が、時間ｎ－１、大きさ＿ｎ－１、位相＿ｎ－１の変数として
保存される。新しい値が、時間ｎに関係する変数として保存される。アルゴリズムは、こ
れら２つの値の大きさの差（差＿大きさ）、すなわち信号と後者の値との間の差によって
動作する。正信号（Δ↑）であるか、又は負信号（Δ↓）であるか、及び、この差の傾斜
の急峻度が多いか少いか（急激か、緩やか、非常に緩やか）に応じて、構造を特徴つける
状態が、アルゴリズムにより０から８の数字を付された異なる段階に展開される。図６に
示すアルゴリズムにより、このように提案された、その時々の監視作業は、ある与えられ
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、という反転する変数をもつ事実を考慮している。
【００４３】
　例えば、状態０から状態１に移行するためには、大きさの差は、一定の傾斜角（Δ↓）
限界より大きくなければならない。
【００４４】
　測定精度のレベルは、略５０ｍＶに等しく、これは、２つのセンサ間で測定される電圧
大きさの差が５０ｍＶに等しいか、それ以下であれば（アルゴリズムにおいてＡと記載）
、後者は考慮されない理由を説明するものである。センサの構造体への取り付けが適切で
ないと、即ち、位相と大きさの値が定められた制限値を超えると、自動的に警告メッセー
ジが記録される。
【００４５】
　このように、アルゴリズムは、構造体の状態をリアルタイムで解析し、その状態を表す
数値をメモリに記録する。このようにして、亀裂の最大長さが求められる。この測定に関
連した時間もまた記録され、亀裂の成長を詳細に監視することが可能になる。
【００４６】
　本装置はまた、圧力、振動に関連するパラメータに加え、環境的なパラメータ（温度、
湿度）を取得する機能をも含む。この機能は、もしユーザが記録された環境パラメータ条
件で検査された異なる構造体の状態を比較したい場合に作動される。このようにして、亀
裂の発生並びに成長を含めた状態を特定することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１　構造体；　２　監視装置；　３　処理回路；　４　センサ装置；　
５　データ収集装置；　７　測定用センサ；　８　試験用センサ；　
１６　マイクロプロセッサ；　１７　コントロールバス；　１８　メモリ；　
１９　プログラムメモリー；　２１　インターフェース。
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